
 

 

議案第４９号  

 

瑞穂町都市計画税条例の一部を改正する条例  

 

 上記の議案を提出する。  

 

  平成２８年９月１日  

 

          提出者   瑞穂町長    石  塚  幸右衛門  

 

 

（提案理由）  

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の改正に伴い、条例を改

正する必要があるので、本案を提出する。  

 

 

 瑞穂町都市計画税条例の一部を改正する条例  

 

 瑞穂町都市計画税条例（昭和３３年条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 

第２条第２項中「、第２３項、第２４項」を「、第２２項から第

２４項まで」に、「又は第３０項から第３３項まで」を「から第３

１項まで、第３３項又は第３４項」に改める。  

附則第１４項を第１５項とし、第１３項を第１４項とし、第１２

項を第１３項とする。  

附則第１１項中「若しくは第４２項」を「、第４２項若しくは第

４５項」に、「第３０項から第３３項まで」を「第３４項」に改め、

同項を附則第１２項とする。  

附則第１０項中「附則第２項及び第４項」を「附則第３項及び第  

 

 

 



 

 

５項」に、「附則第２項及び第５項」を「附則第３項及び第６項」

に、「附則第３項、第５項及び第６項」を「附則第４項、第６項及

び第７項」に、「附則第５項から第７項まで」を「附則第６項から

第８項まで」に、「附則第７項」を「附則第８項」に、「附則第８

項」を「附則第９項」に改め、同項を附則第１１項とする。  

附則第９項中「附則第７項」を「附則第８項」に改め、同項を附

則第１０項とする。  

附則第８項の前の見出しを削り、同項を附則第９項とし、同項の

前に見出しとして「（市街化区域農地に対して課する都市計画税の

課税の特例）」を付する。  

附則第７項中「第２０項」を「第１９項」に改め、同項を附則第

８項とする。  

附則第６項中「附則第２項」を「附則第３項」に、「第２０項」

を「第１９項」に改め、同項を附則第７項とする。  

附則第５項中「附則第２項」を「附則第３項」に、「第２０項」

を「第１９項」に改め、同項を附則第６項とする。  

附則第４項中「附則第２項」を「附則第３項」に、「第２０項」

を「第１９項」に改め、同項を附則第５項とする。  

附則第３項中「第２０項」を「第１９項」に改め、同項を附則第

４項とする。  

附則第２項の前の見出しを削り、同項中「第２０項」を「第１９

項」に改め、同項を附則第３項とし、同項の前に見出しとして「（宅

地等に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年度分

の都市計画税の特例）」を付する。  

附則第１項の次に次の１項を加える。  

（法附則第１５条第４２項の条例で定める割合）  

２  法附則第１５条第４２項の条例で定める割合は、５分の４とす

る。  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  



 

 

２  この条例による改正後の瑞穂町都市計画税条例（以下「新条例」

という。）の規定は、平成２８年度以後の年度分の都市計画税に

ついて適用し、平成２７年度分までの都市計画税については、な

お従前の例による。  

３  新条例附則第２項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに

取得される地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法

律第１３号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）附則第１５条第４２項に規定する家屋に対して

課する平成２９年度以後の年度分の都市計画税について適用する。 
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瑞穂町都市計画税条例 新旧対照表 

新 旧 

第1条 略 第1条 略 

(納税義務者等) (納税義務者等) 

第2条 略 第2条 略 

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に

係る固定資産税の課税標準となるべき価格

(法第349条の3第10項から第12項まで、第2

2項から第24項まで、第26項、第28項から第

31項まで、第33項又は第34項の規定の適用

を受ける土地又は家屋にあっては、その価

格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて

得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当

該土地又は家屋に係る固定資産税について

法第343条において所有者又は所有者とみ

なされる者をいう。 

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に

係る固定資産税の課税標準となるべき価格

(法第349条の3第10項から第12項まで、第2

3項、第24項、第26項、第28項又は第30項か

ら第33項までの規定の適用を受ける土地又

は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当

該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、

前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋

に係る固定資産税について法第343条にお

いて所有者又は所有者とみなされる者をい

う。 

3及び4 略 3及び4 略 

第3条から第6条 略 第3条から第6条 略 

附 則 附 則 

1 略 1 略 

 (法附則第15条第42項の条例で定める割合) 

2 法附則第15条第42項の条例で定める割合

は、5分の4とする。 

 

(宅地等に対して課する平成27年度から平

成29年度までの各年度分の都市計画税の特

例) 

(宅地等に対して課する平成27年度から平

成29年度までの各年度分の都市計画税の特

例) 

3 宅地等に係る平成27年度から平成29年度

までの各年度分の都市計画税の額は、当該

宅地等に係る当該年度分の都市計画税額

が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税

に係る前年度分の都市計画税の課税標準額

に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき価格(当該宅地

等が当該年度分の都市計画税について法第

702条の3の規定の適用を受ける宅地等であ

2 宅地等に係る平成27年度から平成29年度

までの各年度分の都市計画税の額は、当該

宅地等に係る当該年度分の都市計画税額

が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税

に係る前年度分の都市計画税の課税標準額

に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき価格(当該宅地

等が当該年度分の都市計画税について法第

702条の3の規定の適用を受ける宅地等であ



- 2 - 

るときは、当該価格に同条に定める率を乗

じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じ

て得た額を加算した額(当該宅地等が当該

年度分の固定資産税について法第349条の3

(第19項を除く。)又は法附則第15条から第1

5条の3までの規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき額とした場合における都市計画税額

(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)

を超える場合には、当該宅地等調整都市計

画税額とする。 

るときは、当該価格に同条に定める率を乗

じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じ

て得た額を加算した額(当該宅地等が当該

年度分の固定資産税について法第349条の3

(第20項を除く。)又は法附則第15条から第1

5条の3までの規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき額とした場合における都市計画税額

(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)

を超える場合には、当該宅地等調整都市計

画税額とする。 

4 前項の規定の適用を受ける商業地等に係

る平成27年度から平成29年度までの各年度

分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地

等調整都市計画税額が、当該商業地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該

商業地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第349条の3(第19項を除く。)又は法附

則第15条から第15条の3までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額)

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき額とした場合に

おける都市計画税額を超える場合にあって

は、前項の規定にかかわらず、当該都市計

画税額とする。 

3 前項の規定の適用を受ける商業地等に係

る平成27年度から平成29年度までの各年度

分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地

等調整都市計画税額が、当該商業地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該

商業地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第349条の3(第20項を除く。)又は法附

則第15条から第15条の3までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額)

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき額とした場合に

おける都市計画税額を超える場合にあって

は、前項の規定にかかわらず、当該都市計

画税額とする。 

5 附則第3項の規定の適用を受ける宅地等に

係る平成27年度から平成29年度までの各年

度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅

地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該

宅地等が当該年度分の固定資産税について

法第349条の3(第19項を除く。)又は法附則

4 附則第2項の規定の適用を受ける宅地等に

係る平成27年度から平成29年度までの各年

度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅

地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該

宅地等が当該年度分の固定資産税について

法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則
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第15条から第15条の3までの規定の適用を

受ける宅地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額)を当

該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における

都市計画税額に満たない場合にあっては、

附則第3項の規定にかかわらず、当該都市計

画税額とする。 

第15条から第15条の3までの規定の適用を

受ける宅地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額)を当

該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における

都市計画税額に満たない場合にあっては、

附則第2項の規定にかかわらず、当該都市計

画税額とする。 

6 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る

平成27年度から平成29年度までの各年度分

の都市計画税の額は、附則第3項の規定にか

かわらず、当該商業地等の当該年度分の都

市計画税に係る前年度分の都市計画税の課

税標準額(当該商業地等が当該年度分の固

定資産税について法第349条の3(第19項を

除く。)又は法附則第15条から第15条の3ま

での規定の適用を受ける商業地等であると

きは、当該課税標準額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額)を当該商業地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税

額(以下「商業地等据置都市計画税額」とい

う。)とする。 

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る

平成27年度から平成29年度までの各年度分

の都市計画税の額は、附則第2項の規定にか

かわらず、当該商業地等の当該年度分の都

市計画税に係る前年度分の都市計画税の課

税標準額(当該商業地等が当該年度分の固

定資産税について法第349条の3(第20項を

除く。)又は法附則第15条から第15条の3ま

での規定の適用を受ける商業地等であると

きは、当該課税標準額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額)を当該商業地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税

額(以下「商業地等据置都市計画税額」とい

う。)とする。 

7 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が0.7を超えるものに係る平成2

7年度から平成29年度までの各年度分の都

市計画税の額は、附則第3項の規定にかかわ

らず、当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格に10分

の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第349条の3

(第19項を除く。)又は法附則第15条から第1

5条の3までの規定の適用を受ける商業地等

であるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額)を当該商業地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

6 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が0.7を超えるものに係る平成2

7年度から平成29年度までの各年度分の都

市計画税の額は、附則第2項の規定にかかわ

らず、当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格に10分

の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第349条の3

(第20項を除く。)又は法附則第15条から第1

5条の3までの規定の適用を受ける商業地等

であるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額)を当該商業地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準と
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なるべき額とした場合における都市計画税

額(以下「商業地等調整都市計画税額」とい

う。)とする。 

なるべき額とした場合における都市計画税

額(以下「商業地等調整都市計画税額」とい

う。)とする。 

(農地に対して課する平成27年度から平成2

9年度までの各年度分の都市計画税の特例) 

(農地に対して課する平成27年度から平成2

9年度までの各年度分の都市計画税の特例) 

8 農地に係る平成27年度から平成29年度ま

での各年度分の都市計画税の額は、当該農

地に係る当該年度分の都市計画税額が、当

該農地に係る当該年度分の都市計画税に係

る前年度分の都市計画税の課税標準額(当

該農地が当該年度分の固定資産税について

法第349条の3(第19項を除く。)又は法附則

第15条から第15条の3までの規定の適用を

受ける農地であるときは、当該課税標準額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄

に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右

欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当

該農地に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」

という。)を超える場合には、当該農地調整

都市計画税額とする。 

7 農地に係る平成27年度から平成29年度ま

での各年度分の都市計画税の額は、当該農

地に係る当該年度分の都市計画税額が、当

該農地に係る当該年度分の都市計画税に係

る前年度分の都市計画税の課税標準額(当

該農地が当該年度分の固定資産税について

法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則

第15条から第15条の3までの規定の適用を

受ける農地であるときは、当該課税標準額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄

に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右

欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当

該農地に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」

という。)を超える場合には、当該農地調整

都市計画税額とする。 

略 略 
 

略 略 
 

(市街化区域農地に対して課する都市計画

税の課税の特例) 

9 略 

(市街化区域農地に対して課する都市計画

税の課税の特例) 

8 略 

10 前項の規定の適用を受ける市街化区域農

地に対する附則第8項の規定の適用につい

ては、同項中「当該農地に係る当該年度分

の都市計画税額」とあるのは「次項の規定

により算定した当該農地に係る当該年度分

の都市計画税額」とする。 

9 前項の規定の適用を受ける市街化区域農

地に対する附則第7項の規定の適用につい

ては、同項中「当該農地に係る当該年度分

の都市計画税額」とあるのは「次項の規定

により算定した当該農地に係る当該年度分

の都市計画税額」とする。 

11 附則第3項及び第5項の「宅地等」とは法

附則第17条第2号に、附則第3項及び第6項の

「前年度分の都市計画税の課税標準額」と

は法附則第25条第6項において読み替えて

10 附則第2項及び第4項の「宅地等」とは法

附則第17条第2号に、附則第2項及び第5項の

「前年度分の都市計画税の課税標準額」と

は法附則第25条第6項において読み替えて
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準用される法附則第18条第6項に、附則第4

項、第6項及び第7項の「商業地等」とは法

附則第17条第4号に、附則第6項から第8項ま

での「負担水準」とは法附則第17条第8号ロ

に、附則第8項の「農地」とは法附則第17

条第1号に、附則第8項の「前年度分の都市

計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2

項において読み替えて準用される法附則第

18条第6項に、附則第9項及び前項の「市街

化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に

規定するところによる。 

準用される法附則第18条第6項に、附則第3

項、第5項及び第6項の「商業地等」とは法

附則第17条第4号に、附則第5項から第7項ま

での「負担水準」とは法附則第17条第8号ロ

に、附則第7項の「農地」とは法附則第17

条第1号に、附則第7項の「前年度分の都市

計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2

項において読み替えて準用される法附則第

18条第6項に、附則第8項及び前項の「市街

化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に

規定するところによる。 

12 法附則第15条第1項、第13項、第17項から

第24項まで、第26項、第28項、第32項、第3

6項、第37項、第42項若しくは第45項、第1

5条の2第2項又は第15条の3の規定の適用が

ある各年度分の都市計画税に限り、第2条第

2項中「又は第34項」とあるのは「若しくは

第34項又は法附則第15条から第15条の3ま

で」とする。 

11 法附則第15条第1項、第13項、第17項から

第24項まで、第26項、第28項、第32項、第3

6項、第37項若しくは第42項、第15条の2第2

項又は第15条の3の規定の適用がある各年

度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又

は第30項から第33項まで」とあるのは「若

しくは第30項から第33項まで又は法附則第

15条から第15条の3まで」とする。 

13 略  12 略 

14 略 

15 略 

13 略 

14 略 

 

附 則 

 

 

 (施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 (経過措置) 

2 この条例による改正後の瑞穂町都市計画

税条例(以下「新条例」という。)の規定は、

平成28年度以後の年度分の都市計画税につ

いて適用し、平成27年度分までの都市計画

税については、なお従前の例による。 

3 新条例附則第2項の規定は、平成28年4月1

日以後に新たに取得される地方税法等の一

部を改正する等の法律(平成28年法律第13

号)第1条の規定による改正後の地方税法

(昭和25年法律第226号)附則第15条第42項
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に規定する家屋に対して課する平成29年度

以後の年度分の都市計画税について適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


